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健康食品Q&A
現在、保健機能食品を設けたこともあり、健康食品が大変ブームになっています。しかし、こ

のブームの裏には、国が皆保険制度で支払う医療費を減らそうというねらいがあります。これは

“コンビニで薬が買える“ように保険で使える薬を減らし、国民皆保険をなしくずしにするもの

です。お薬（医薬品）というと副作用が心配で、健康食品の方が安心という方もいらっしゃると

思いますが、決してそうではありません。医薬品は安全性と有効性を確認された科学的に根拠の

あるものです。

Ｑ．1『健康食品』とは何ですか？

Ａ．そもそも『健康食品』という言葉は、法令などにより定められているものでなく、一般に「健

康の増進に資する食品として販売・利用されるもの」を総称するものです。『健康食品』といわ

れている製品のパンフレットやチラシを見ている限り、販売する会社が勝手に『健康食品』と標

榜すれば、それが健康食品として流通するようになっており、はっきりとした定義は存在してい

ないようです。

健康食品には、実際に「健康の保持増進効果」があるかどうか確認されているものもあれば、

そうでないものもあります。このうち、国がその「健康の保持増進効果」を確認したものが「保

健機能食品」で、その他の健康食品は国がその効果を確認したものではありません。

現在の特定保健用食品（通称：トクホ）は作用機序が明確で、有効性を確認する試験がきちん

とされているものですが、厚生労働省は今までのトクホよりも作用機序、有効性試験の 2 点の

審査基準を緩和して、限定的な科学的根拠を表示する条件下で認められる「条件付トクホ」の

表示を認めました。しかし「条件付」というあいまいな言葉で、科学的根拠のあいまいな健康食

品を国が認めてしまう事は、消費者を惑わす事にもなりかねません。

Ｑ．２ 『健康食品』について注意することは？

Ａ．最近、テレビや新聞で『健康食品』に関する情報があふれていますが、間違っているものや、

大げさなものも少なくありません。また高価にすることで莫大な利益を上げている健康食品会社

も少なくありません。正確な情報を得るためには管理栄養士、薬剤師など信頼のできる身近な専

門家に相談するとよいでしょう。また医師による治療を受けている方や医薬品を服用されている

は、まず使用する前にかかりつけの医師、薬剤師に相談して下さい。
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また『健康食品』に関する情報はインターネットでも見ることができます。

厚生労働省ホームページ（主な『健康食品』関連制度の解説、関連報道等）

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/hokenkinou/index.html

独立行政法人国立健康・栄養研究所ホームページ（健康食品等の安全性・有効性情報等）

http://www.nih.go.jp/eiken/

Q．３ 『健康食品』の虚偽誇大な広告にだまされない方法は？

A．以下のようなうたい文句は注意しましょう。

①「即効性」「万能」「最高のダイエット食品」

過度の期待を思わせる書き方はまず疑いましょう。（全ての人に効くものなどはありません）

また偽薬（薬の形にしてあるデンプンなど）でも、約30％の人には効果が認められるといわ

れています。

②「癌が治った」などの治療、治癒に関する言及

健康食品は医薬品ではないのでこうした効果を信じてはいけません。病気になったら手遅れ

になってしまわないように、まずかかりつけの医師に診てもらいましょう。

③「天然」「食品だから安全」「全く副作用がない」

天然、自然の物も体に悪い物を含む場合があります。健康食品には特定の成分を必要以上に

凝縮している物があり、必ずしも安全とは言えません。また食品を原料としている健康食品で

も、実際に体の中で食品と同じように働くかは分かりません。

⑤「驚くべき体験談」「医師などの専門家によるお墨付き」

効果が全ての人に現れるとは言えません。症状がよくなって健康食品のおかげと体験者が断

定していても、同時に行われた医師の治療や生活習慣の改善等によって改善された可能性もあ

ります。専門家によるお墨付きがされていても、依頼を受けた業者との深い関係のある専門家

がいることもあるかもしれません。客観的な根拠でないことには注意が必要です。

⑥「厚生労働省許可」「厚生労働省承認済み」

「特定保健用食品」を除いて、厚生労働省が事前の許可、承認を行っている健康食品はあり

ません。なお厚生労働省では、輸入品の場合、これまで健康被害が多く出ている医薬品が含ま

れていないことの証明を求めていますが、製品全体の安全性を保障するものではありません。

⑦「○○に効くと言われています」

伝言調に書いて、世間のうわさ・評判・伝承・口コミ・学説などがあることをもって、健康

の保持増進効果があることを強調し、又は暗示するものは、病気などを治すことができると間

違いやすいため注意が必要です。また中には不法に医薬品が含まれている場合もあります。

⑧「ダイエットに効く○○茶（特許番号××番）」

「特許」を受けているからとして、必ずしもその効果が認められているわけではないことを

注意してください。

⑨「○○を食べると、3 日目ぐらいに湿疹が見られる場合がありますが、これは、体内の毒素

などが分解され、一時的に現れるものです。これは、体質改善の効果の現れです。そのままお

召し上がりください。」

不快な症状を書くことで、強く・早い効果があるように誤解しやすいため注意が必要です。こ

のような書き方は、受診の適切な機会を失う可能性もあります。
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